
 国民保護法の制定までの経過 

武力攻撃事態等における国民の保護の位置付け

武力攻撃事態等における国民の保護のための仕組み

○国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力、万全の措置を行う

○国民の自由と権利の尊重、制限する場合も、その制限は必要最小限、かつ、公正かつ適正な手続の下に行う
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・武力攻撃事態等の現状及び予測

・武力攻撃が迫り、又は現に武力

　攻撃が発生したと認められる地域

・住民等に対し周知させるべき事項

・住民の避難が必要な地域

・住民の避難先となる地域

・住民の避難に関係機関が講じる

 べき措置の概要

・避難の方法

・避難の経路などの

  指示

 ・警報の発令

・住民に対する避難の指示
・救援（収容施設の供与、
 炊き出し、医療等）

・避難住民の誘導
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・放送事業者による警報等の放送
・日本赤十字社による救援への協力
・運送事業者による避難住民及び
　緊急物資の運送 など

・電気事業者・ガス事業者による
　安定的な供給 など

・応急措置（退避の指示等）
・警戒区域の設定
・消防
・廃棄物の処理

・応急措置（避難の指示等）
・警戒区域の設定
・生活関連等施設の安全確保
・交通の規制　・保健衛生の確保

・放射性物質等（NBC）による汚染への対処
・原子炉等による被害の防止　　　
・危険物質等に関する危険の防止
・感染症等への対処
・生活関連物資等の価格の安定等

・情報の提供
・避難措置の指示
・救援の指示、支援

・緊急通報の発令

・消防にかかわる武力
　攻撃災害の防御の指示

・避難住民の誘導・救援
・避難に関する訓練への参加

※指定公共機関…………独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関や電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む
　　　　　　　　　　　法人で政令及び内閣総理大臣公示で指定されたもの。H20.1.1現在で、161法人。

・消火、負傷者の搬送、被災者の救助等
・保健衛生の確保協力

有事法制の

検討

平成15年6月　

事態対処法の成立・施行     平成16年6月14日　

国民保護法の成立
   平成16年9月17日　

国民保護法の施行附帯決議：1年以内に国民の保護のための

法制の整備を行う

 避　難

我が国に対する武力攻撃が迫った場合や大規模テロが発生した場合には、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は避難の

必要があると認める都道府県の知事に、避難措置の実施について指示を行います。

都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。

市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。
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平成15年6月、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（いわゆる事態対処法）」などの有事

関連三法が制定されました。事態対処法は、我が国の緊急事態における基本理念や基本的手続きを定めたものであり、有事法制の総論にあたる

ものです。この事態対処法の中で、国民の保護のための法制の整備についても定められており（第22条第1号）、国民保護法が制定されました。

国は、避難した後の住民の生活を救援するため、避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。

なお、都道府県知事は、国の対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。

国と地方公共団体が協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
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武力攻撃に伴う被害の最小化

国・都道府県・市町村が協力して対処

生活関連等施設（石油コンビナ

ート、ダム、鉄道施設など）の安

全の確保、警備の強化、立入制限

などを行います。

危険物、毒物、劇物、高圧ガスな

どの取扱所での製造等の禁止・

制限などを行います。

警戒区域の設定を行います。

区域内への立入制限及び禁止、

退去命令を行います。

消火、救急及び救助の活動を

行います。
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○手続
　・内閣総理大臣が案を作成、閣議決定
　・安全保障会議に諮問
　・閣議決定後、国会の承認
○定める事項
　①武力攻撃事態等の認定及び前提となった事実
　②武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
　③対処措置に関する重要事項（国民保護措置など）

承認諮問

国際人道法の的確な実施

避難に関する

措置

救援に関する

措置

被害最小化の

ための措置

　米軍行動関連

措置法など

武力攻撃の排除

自衛隊による活動

米軍の行動に

関する措置

答申

捕虜

取扱い法
国際人道法違反

処罰法

対処基本方針に基づいて対処措置を実施
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【対処に関する基本理念】

事態対処法

【対処基本方針】

武力攻撃
災害への
対処

国民生活
の安定

安否情報の収集と照会に対する回答
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国民保護法

※指定地方公共機関……都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人や地方道路公社などその他の公共的施設
　　　　　　　　　　　を管理する法人、地方独立行政法人で、都道府県知事が指定するもの。H20.1.1現在で、福岡県知事が指定したものは48法人。

（　　　　　　　　　　　　　　）

特定公共施設

利用法

指定公共機関・指定地方公共機関

　避難住民や死傷した被災者の安否情報を

　収集し、家族などからの照会に回答します。


